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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
一
章
の
六

（
略
）

第
一
章
～
第
一
章
の
六

（
略
）

第
一
章
の
七

登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
第
一
条
の
二
の
四
十
五
䢣
第
一
条

第
一
章
の
七

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
第
一
条
の
二
の
四
十
五
䢣
第
一

の
十
一
）

条
の
十
一
）

第
一
章
の
八
～
第
十
一
章

（
略
）

第
一
章
の
八
～
第
十
一
章

（
略
）

附
則

附
則

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

登
録
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
機
関
は
、
第
一
条

第
一
条
の
二
の
二
の
五

登
録
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
機
関
は
、
第
一
条

の
二
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、

の
二
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

変
更
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
機
関
登

と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
衛
生
工
学
衛

録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に

生
管
理
者
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

第
一
条
の
二
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一

（
略
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一

（
略
）

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

二

変
更
し
た
年
月
日

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

二

変
更
す
る
年
月
日

の
二
の
二
の
二
第
二
項

の
二
の
二
の
二
第
二
項

第
二
号
の
事
項
の
変
更

第
二
号
の
事
項
の
変
更

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。

。

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一
・
二

（
略
）

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

三

変
更
し
た
年
月
日

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

三

変
更
す
る
年
月
日
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の
二
の
二
の
二
第
二
項

の
二
の
二
の
二
第
二
項

第
三
号
の
事
項
の
変
更

第
三
号
の
事
項
の
変
更

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。

。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
二
の
六

登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等
養
成
講
習
機
関
は
、
第
一
条
の

第
一
条
の
二
の
六

登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等
養
成
講
習
機
関
は
、
第
一
条
の

二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の

二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等
養
成
講
習
機
関
登
録
事

、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等

項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け

養
成
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

第
一
条
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一

（
略
）

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一

（
略
）

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

二

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

二

変
更
す
る
年
月
日

の
三
第
二
項
第
二
号
の

の
三
第
二
項
第
二
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一
・
二

（
略
）

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

三

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

三

変
更
す
る
年
月
日

の
三
第
二
項
第
三
号
の

の
三
第
二
項
第
三
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）
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第
一
条
の
二
の
二
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

第
一
条
の
二
の
二
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

第
一
条
の
二
の
四
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
七

登
録
適
合
性
証
明
機
関
は
、
第
一
条
の
二
の
四

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
七

登
録
適
合
性
証
明
機
関
は
、
第
一
条
の
二
の
四

十
四
の
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更

十
四
の
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
適
合
性
証
明
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書

は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
適
合
性
証
明
機
関

（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一

（
略
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一

（
略
）

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

二

変
更
し
た
年
月
日

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

二

変
更
す
る
年
月
日

一
条
の
二
の
四
十
四
の

一
条
の
二
の
四
十
四
の

四
第
二
項
第
二
号
の
事

四
第
二
項
第
二
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一
・
二

（
略
）

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

三

変
更
し
た
年
月
日

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

三

変
更
す
る
年
月
日
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一
条
の
二
の
四
十
四
の

一
条
の
二
の
四
十
四
の

四
第
二
項
第
三
号
の
事

四
第
二
項
第
三
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
章
の
七

登
録
設
計
審
査
等
機
関

第
一
章
の
七

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

（
登
録
の
区
分
）

（
登
録
の
区
分
）

第
一
条
の
二
の
四
十
五

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
条
の
二
の
四
十
五

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

地
域
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
に

区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

お
い
て
、
そ
の
地
域
の
区
分
の
区
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
都

道
府
県
の
区
域
と
す
る
。

一

北
海
道

北
海
道

一

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
ボ
イ
ラ
ー

二

東
北

青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
及
び
福
島
県

二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
第
一
種
圧
力
容
器

三

関
東
甲
信
越

茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東

（
新
設
）

京
都
、
神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
山
梨
県
及
び
長
野
県

四

東
海
北
陸

富
山
県
、
石
川
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
及
び
三

（
新
設
）

重
県

五

近
畿

福
井
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
及

（
新
設
）

び
和
歌
山
県

六

中
国
四
国

鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
徳
島

（
新
設
）

県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県

七

九
州

福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、

（
新
設
）

鹿
児
島
県
及
び
沖
縄
県

八

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
本
邦
の
全
て
の
地
域

（
新
設
）

九

本
邦
以
外
の
地
域

（
新
設
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
一
条
の
三

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
一
条
の
三

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
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、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
六
号
の
二
）
に
次
の
書
類

、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書

を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
四
十
六
条
第
二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か

三

申
請
者
が
法
第
四
十
六
条
第
二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か

ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
審
査
員
の
経

（
新
設
）

歴
及
び
数

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

ニ

法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
査
員
の
経

ハ

法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
検
査
員
の
経
歴

歴
及
び
数

及
び
数

ホ

設
計
審
査
等
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業

ニ

製
造
時
等
検
査
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

務
の
種
類
及
び
概
要

業
務
の
種
類
及
び
概
要

（
製
造
時
等
検
査
の
検
査
方
法
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

（
製
造
時
等
検
査
の
検
査
方
法
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
）

な
措
置
）

第
一
条
の
五

法
第
四
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
条
の
五

法
第
四
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
条
に
お
い

（
新
設
）

て
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
時
等
検
査
を
実
施
す
る
に
当
た

り
、
次
の
事
項
を
行
う
こ
と
。

イ

ボ
イ
ラ
ー
等
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
著
し
い
損
傷
等
が
認
め
ら
れ

一

ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い

、
そ
の
水
圧
試
験
又
は
気
圧
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ

て
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
著
し
い
損
傷

る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

等
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
水
圧
試
験
又
は
気
圧
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
危
険

が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二

移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
ゴ
ン
ド
ラ
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
移
動
式

（
新
設
）

ク
レ
ー
ン
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
時
等
検
査
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、

次
の
事
項
を
行
う
こ
と
。

イ

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
検
査
の
実
施
に
つ
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い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
検
査
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ロ

移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
の
各
部
分
の
構
造
及
び
機
能
に
つ
い
て
点
検
を

行
う
に
当
た
り
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
が
不
意
に
起
動
す
る
こ
と
に
よ

る
労
働
者
の
墜
落
、
挟
ま
れ
等
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
移
動

式
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー

ン
等
の
操
作
部
分
に
運
転
を
禁
止
す
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。

ハ

移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
の
構
造
部
材
そ
の
他
荷
重
を
受
け
る
部
分
に
著

し
い
損
傷
等
が
認
め
ら
れ
、
荷
重
試
験
等
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予

想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ニ

荷
重
試
験
等
の
実
施
に
当
た
り
、
ジ
ブ
等
が
当
該
試
験
を
行
う
場
所

に
隣
接
す
る
家
屋
、
公
道
等
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ホ

荷
重
試
験
等
の
実
施
に
当
た
り
、
当
該
試
験
を
続
行
す
る
こ
と
に
よ

る
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
中
止
す
る
こ
と
。

三

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
製
造
時
等
検
査
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
地
盤
が

（
新
設
）

軟
弱
で
あ
る
こ
と
、
埋
設
物
そ
の
他
地
下
に
存
す
る
工
作
物
が
損
壊
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
転
倒
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
当
該
検
査
を
行
わ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
場
所
に
お
い
て
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
転
倒
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
広
さ
及
び
強
度
を
有
す
る
鉄
板
等
が
敷
設
さ
れ
、
そ
の
上
に
当
該
移

動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
五
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
二
の
規
定

第
一
条
の
五
の
二

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
二
の
規

に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
登

定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機

録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
一
条
の
六

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規

第
一
条
の
六

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
前
段
の

定
に
よ
り
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
届
出
書

規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
届
出
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（
様
式
第
二
号
）
に
当
該
業
務
規
程
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

書
（
様
式
第
二
号
）
に
当
該
業
務
規
程
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お

２

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と

り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

設
計
審
査
等
の
実
施
方
法

一

製
造
時
等
検
査
の
実
施
方
法

二

設
計
審
査
等
に
関
す
る
料
金

二

製
造
時
等
検
査
に
関
す
る
料
金

三

（
略
）

三

（
略
）

四

設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四

製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

五

設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

六

製
造
時
等
検
査
を
行
う
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
の
申
請
に
係
る

五

製
造
時
等
検
査
に
合
格
し
た
第
一
条
の
三
の
申
請
に
係
る
特
定
機
械
等

特
定
機
械
等
（
以
下
「
設
計
審
査
等
対
象
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

（
第
一
条
の
八
の
五
及
び
第
一
条
の
九
に
お
い
て
「
製
造
時
等
検
査
対
象

製
造
時
等
検
査
に
係
る
も
の
が
製
造
時
等
検
査
に
合
格
し
た
場
合
の
刻
印

機
械
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
刻
印
に
関
す
る
事
項

及
び
検
査
証
の
交
付
並
び
に
検
査
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
項

七

審
査
員
又
は
検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事

六

検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

項
八

設
計
審
査
等
に
関
す
る
書
類
及
び
帳
簿
の
保
存
に
関
す
る
事
項

七

製
造
時
等
検
査
に
関
す
る
書
類
及
び
帳
簿
の
保
存
に
関
す
る
事
項

九

（
略
）

八

（
略
）

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
審
査
等
の
業
務
に
関
し
必
要
な

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
時
等
検
査
の
業
務
に
関
し
必
要

事
項

な
事
項

３

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
変
更
届
出

り
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
変
更
届

書
（
様
式
第
三
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
書
（
様
式
第
三
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
等
の
届
出
）

（
業
務
の
休
廃
止
等
の
届
出
）

第
一
条
の
七

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
設

第
一
条
の
七

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

計
審
査
等
の
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
設

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

計
審
査
等
業
務
休
廃
止
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

、
製
造
時
等
検
査
業
務
休
廃
止
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
設
計
審
査
等
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
で
あ
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
で
あ

場
合
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
又
は
当
該

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
又
は
当
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登
録
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
厚
生

該
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
厚

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
員
又
は
検
査
員
の
選
任
等
の
届
出
）

（
検
査
員
の
選
任
等
の
届
出
）

第
一
条
の
八

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
審

第
一
条
の
八

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

査
員
又
は
検
査
員
の
選
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
査
員
・
検

検
査
員
の
選
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
検
査
員
選
任
届
出
書
（

査
員
選
任
届
出
書
（
様
式
第
五
号
）
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
経
歴
を
記

様
式
第
五
号
）
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
経
歴
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え

載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
員
又
は

２

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
員
の

検
査
員
の
解
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
査
員
・
検
査
員
解
任

解
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
検
査
員
解
任
届
出
書
（
様
式
第
六

届
出
書
（
様
式
第
六
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
旅
費
の
額
）

（
旅
費
の
額
）

第
一
条
の
八
の
二

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百

第
一
条
の
八
の
二

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（

十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
旅
費
の
額
に

次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
は
、

相
当
す
る
額
（
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号

い
う
。
）
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
及
び
国

律
第
百
十
四
号
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い

家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号

う
。
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政

。
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

令
第
三
百
六
号
。
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
施
行
令
」
と
い
う

よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

。
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場

当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条

イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で
あ

(一)

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級

る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

(一)

で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

（
報
告
）

第
一
条
の
八
の
五

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
設
計
審
査
等
を
行
つ
た
と
き

第
一
条
の
八
の
五

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た

は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
、
設
計
審
査
等
結
果
報
告
書
（
様
式

と
き
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
、
製
造
時
等
検
査
結
果
報
告
書

第
六
号
の
二
の
二
）
を
設
計
審
査
等
を
行
つ
た
設
計
審
査
等
対
象
機
械
等
を

（
様
式
第
六
号
の
二
）
を
製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
製
造
時
等
検
査
対
象
機
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製
造
し
よ
う
と
す
る
又
は
製
造
し
た
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

械
等
を
製
造
し
た
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提

県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
八
の
六

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
検
査
証
を
再
交
付
し
た
と
き

（
新
設
）

は
、
速
や
か
に
、
検
査
証
再
交
付
報
告
書
（
様
式
第
六
号
の
二
の
三
）
を
検

査
証
に
係
る
特
定
機
械
等
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
一
条
の
九

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
設
計
審
査
等
を
行
つ
た
設
計
審
査

第
一
条
の
九

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
製
造

等
対
象
機
械
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
移
動
式

時
等
検
査
対
象
機
械
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、

の
特
定
機
械
等
の
製
造
時
等
検
査
に
係
る
も
の
は
記
載
の
日
か
ら
登
録
に
係

こ
れ
を
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
業
務
の
廃
止
（
登
録
の
取
消
し
及
び
失
効
を
含
む
。
）
に
至
る
ま
で
、
機

械
等
（
移
動
式
の
特
定
機
械
等
を
除
く
。
）
の
製
造
時
等
検
査
に
係
る
も
の

及
び
全
て
の
機
械
等
の
設
計
審
査
に
係
る
も
の
は
、
記
載
の
日
か
ら
三
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
審
査
等
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

一

製
造
時
等
検
査
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

設
計
審
査
等
対
象
機
械
等
の
型
式
、
構
造
及
び
性
能
並
び
に
そ
の
安
全

二

製
造
時
等
検
査
対
象
機
械
等
の
型
式
、
構
造
及
び
性
能
並
び
に
そ
の
安

装
置
及
び
附
属
装
置
等
に
関
す
る
事
項

全
装
置
及
び
附
属
装
置
等
に
関
す
る
事
項

三

設
計
審
査
等
を
行
つ
た
年
月
日

三

製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
年
月
日

四

設
計
審
査
等
を
行
つ
た
審
査
員
又
は
検
査
員
の
氏
名

四

製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
検
査
員
の
氏
名

五

設
計
審
査
等
の
結
果

五

製
造
時
等
検
査
の
結
果

六

設
計
審
査
結
果
証
明
書
番
号
及
び
製
造
時
等
検
査
合
格
番
号

六

製
造
時
等
検
査
合
格
番
号

七

そ
の
他
設
計
審
査
等
に
関
し
必
要
な
事
項

七

そ
の
他
製
造
時
等
検
査
に
関
し
必
要
な
事
項

（
設
計
審
査
等
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

（
製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
一
条
の
十

登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
法
第

第
一
条
の
十

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（

五
十
二
条
に
規
定
す
る
外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
を
い
う
。
次
項
及
び
次

法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
を
い
う
。
次
項

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一

定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
ご
と
に
、
当
該
事
務
所
の
所
在

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
ご
と
に
、
当
該
事
務
所
の
所
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地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
設
計
審
査
等
の
業
務
並
び
に

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
製
造
時
等
検
査
の
業
務
並

当
該
設
計
審
査
等
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

び
に
当
該
製
造
時
等
検
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
引
き
継
ぐ

こ
と
。

二

そ
の
他
設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

二

そ
の
他
製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

都
道
府
県
労
働
局
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

る
都
道
府
県
労
働
局
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

２

外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定

る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
審
査
等
の
業
務
の
全

一

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
時
等
検
査
の
業
務
の

部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
な
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
設
計

全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
な
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
製

審
査
等
の
業
務
並
び
に
当
該
設
計
審
査
等
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書

造
時
等
検
査
の
業
務
並
び
に
当
該
製
造
時
等
検
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿

類
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

及
び
書
類
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
一
条
の
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
七
条
第
三
項

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
氏
名
又
は
名

法
第
三
十
八
条
第
一
項

一

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
氏
名
又
は

の
規
定
に
よ
る
登
録
を

称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、

の
規
定
に
よ
る
登
録
を

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は

し
た
と
き
。

そ
の
代
表
者
の
氏
名

し
た
と
き
。

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の

二

製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所

名
称
及
び
所
在
地

の
名
称
及
び
所
在
地

三

行
う
こ
と
が
で
き
る
設
計
審
査
等
及
び

三

行
う
こ
と
が
で
き
る
製
造
時
等
検
査

地
域
の
区
分

四

（
略
）

四

（
略
）

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

変
更
前
及
び
変
更
後
の
登
録
設
計
審
査

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

変
更
前
及
び
変
更
後
の
登
録
製
造
時
等

規
定
に
よ
る
法
第
四
十

等
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

規
定
に
よ
る
法
第
四
十

検
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

六
条
第
四
項
第
二
号
の

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

六
条
第
四
項
第
二
号
の

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

名

事
項
の
変
更
の
届
出
が

氏
名

あ
つ
た
と
き
。

二

変
更
し
た
年
月
日

あ
つ
た
と
き
。

二

変
更
す
る
年
月
日

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
氏
名
又
は
名

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
氏
名
又
は
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規
定
に
よ
る
法
第
四
十

称

規
定
に
よ
る
法
第
四
十

名
称

六
条
第
四
項
第
三
号
の

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
設
計
審
査
等
の

六
条
第
四
項
第
三
号
の

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
製
造
時
等
検
査

事
項
の
変
更
の
届
出
が

業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
項
の
変
更
の
届
出
が

の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

地

三

変
更
し
た
年
月
日

三

変
更
す
る
年
月
日

法
第
四
十
九
条
の
規
定

一

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

法
第
四
十
九
条
の
規
定

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た

を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
登
録
設
計
審

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た

部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
登
録
製
造

と
き
。

査
等
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

と
き
。

時
等
検
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表

氏
名

者
の
氏
名

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
設
計
審
査
等

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
製
造
時
等
検

の
業
務
の
範
囲

査
の
業
務
の
範
囲

三

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

三

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

四

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

四

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

、
そ
の
期
間

は
、
そ
の
期
間

法
第
五
十
三
条
第
一
項

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
外
国
登
録
設

法
第
五
十
三
条
第
一
項

一

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
外
国
登
録

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

計
審
査
等
機
関
を
除
く
。
）
の
氏
名
又
は

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

製
造
時
等
検
査
機
関
を
除
く
。
）
の
氏
名

取
り
消
し
、
又
は
設
計

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は

取
り
消
し
、
又
は
製
造

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

審
査
等
の
業
務
の
全
部

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

時
等
検
査
の
業
務
の
全

て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

若
し
く
は
一
部
の
停
止

二

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
設
計
審
査
等

部
若
し
く
は
一
部
の
停

二

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
製
造
時
等
検

を
命
じ
た
と
き
。

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

止
を
命
じ
た
と
き
。

査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止

命
じ
た
年
月
日

を
命
じ
た
年
月
日

三

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

三

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
停

部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

止
を
命
じ
た
設
計
審
査
等
の
業
務
の
範
囲

停
止
を
命
じ
た
製
造
時
等
検
査
の
範
囲
及

及
び
そ
の
期
間

び
そ
の
期
間

法
第
五
十
三
条
第
二
項

一

外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
氏
名
又

法
第
五
十
三
条
第
二
項

一

外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
氏
名

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

取
り
消
し
た
と
き
。

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

取
り
消
し
た
と
き
。

て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二

（
略
）

二

（
略
）

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労
働

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労

労
働
局
長
が
設
計
審
査

局
長
の
名
称

労
働
局
長
が
製
造
時
等

働
局
長
の
名
称

等
の
業
務
の
全
部
又
は

二

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

検
査
の
業
務
の
全
部
又

二

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

一
部
を
自
ら
行
う
も
の

を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
年
月
日

は
一
部
を
自
ら
行
う
も

部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
年
月
日

と
す
る
と
き
。

三

自
ら
行
う
も
の
と
す
る
設
計
審
査
等
の

の
と
す
る
と
き
。

三

自
ら
行
う
も
の
と
す
る
製
造
時
等
検
査

業
務
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

の
業
務
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労
働

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

部
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労

労
働
局
長
が
自
ら
行
つ

局
長
の
名
称

労
働
局
長
が
自
ら
行
つ

働
局
長
の
名
称

て
い
た
設
計
審
査
等
の

二

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

て
い
た
製
造
時
等
検
査

二

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
年
月
日

の
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
年
月
日

を
行
わ
な
い
も
の
と
す

三

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
設
計
審
査
等
の

部
を
行
わ
な
い
も
の
と

三

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
製
造
時
等
検
査

る
と
き
。

業
務
の
範
囲

す
る
と
き
。

の
業
務
の
範
囲

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
一
条
の
二
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

第
三
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
登
録
申
請
書
（

登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
登
録
申
請
書
（

様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

三

申
請
者
が
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な

二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面
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四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

五
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
査
員
の
経
歴
及
び
数

三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
検
査
員
の
経
歴
及
び
数

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
条
の
三

第
一
条
の
十
一
の
規
定
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
に
つ
い
て
準

第
十
条
の
三

第
一
条
の
十
一
の
規
定
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
」
と

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
設
計
審
査
等
の
業
務
」
と
あ
る

あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
製
造
時
等
検
査
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
性
能
検
査
の
業
務
」
と
、
「
設
計
審
査
等
及
び
地
域
の
区
分
」
と
あ

「
性
能
検
査
」
と
、
「
第
四
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の

る
の
は
「
性
能
検
査
」
と
、
「
第
四
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
」
と
、
「
第
四
十
九
条
」
と
あ

三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
」
と
、
「
第
四
十
九
条

る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
」
と
、
「

」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
」

第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

と
、
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て

る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
、
「
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ

準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
、
「
外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」

る
の
は
「
外
国
登
録
性
能
検
査
機
関
」
と
、
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
外
国
登
録
性
能
検
査
機
関
」
と
、
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」

る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二

と
、
「
第
五
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準

項
」
と
、
「
第
五
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い

用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
」
と
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る
の
は

て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
」
と
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る

「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登

第
十
二
条

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登

録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
個
別
検
定
機
関
登
録
申
請
書
（
様

録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
個
別
検
定
機
関
登
録
申
請
書
（
様

式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第
二
項
各

各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
を
説
明
し
た
書
面

を
説
明
し
た
書
面
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四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
五
号

ハ

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
三
号

に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

に
規
定
す
る
者
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
十
九
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一

（
略
）

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一

（
略
）

て
準
用
す
る
法
第
四
十

二

変
更
し
た
年
月
日

て
準
用
す
る
法
第
四
十

二

変
更
す
る
年
月
日

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
法
第
四
十
六
条
第
四

る
法
第
四
十
六
条
第
四

項
第
二
号
の
事
項
の
変

項
第
二
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一
・
二

（
略
）

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一
・
二

（
略
）

て
準
用
す
る
法
第
四
十

三

変
更
し
た
年
月
日

て
準
用
す
る
法
第
四
十

三

変
更
す
る
年
月
日

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
法
第
四
十
六
条
第
四

る
法
第
四
十
六
条
第
四

項
第
三
号
の
事
項
の
変

項
第
三
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
九
条
の
四

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

第
十
九
条
の
四

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
型
式
検
定
機
関
登
録
申

一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
型
式
検
定
機
関
登
録
申

請
書
（
様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提

請
書
（
様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
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出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第
二

二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な

項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い

い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

こ
と
を
説
明
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

ハ

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

五
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
十
九
条
の
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一

（
略
）

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一

（
略
）

お
い
て
準
用
す
る
法
第

二

変
更
し
た
年
月
日

お
い
て
準
用
す
る
法
第

二

変
更
す
る
年
月
日

四
十
七
条
の
二
の
規
定

四
十
七
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

第
四
項
第
二
号
の
事
項

第
四
項
第
二
号
の
事
項

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

た
と
き
。

た
と
き
。

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一
・
二

（
略
）

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一
・
二

（
略
）

お
い
て
準
用
す
る
法
第

三

変
更
し
た
年
月
日

お
い
て
準
用
す
る
法
第

三

変
更
す
る
年
月
日

四
十
七
条
の
二
の
規
定

四
十
七
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

第
四
項
第
三
号
の
事
項

第
四
項
第
三
号
の
事
項

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

た
と
き
。

た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る

（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る

者
）

者
）

第
十
九
条
の
二
十
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
二

（
略
）

２

令
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
以
下
「
フ
ォ

２

令
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
以
下
「
フ
ォ

ー
ク
リ
フ
ト
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労

ー
ク
リ
フ
ト
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た

者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の

者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計

設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

の
ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
六

登
録
検
査
業
者
検
査
員
研
修
機
関
は
、
第
十

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
六

登
録
検
査
業
者
検
査
員
研
修
機
関
は
、
第
十

九
条
の
二
十
四
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た

九
条
の
二
十
四
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ

と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
検
査
業
者
検
査
員
研
修

う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
検

機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届

査
業
者
検
査
員
研
修
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
し
た
年
月
日

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

二
の
三
第
二
項
第
二
号

二
の
三
第
二
項
第
二
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
し
た
年
月
日

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

二
の
三
第
二
項
第
三
号

二
の
三
第
二
項
第
三
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
七

登
録
較
正
機
関
は
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
第

第
十
九
条
の
二
十
四
の
七

登
録
較
正
機
関
は
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
第

二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら

二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し

二
週
間
以
内
に
、
登
録
較
正
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の

よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
較
正
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出

五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

第
十
九
条
の
二
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

二

変
更
し
た
年
月
日

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

二

変
更
す
る
年
月
日

九
条
の
二
十
四
の
四
第

九
条
の
二
十
四
の
四
第

二
項
第
二
号
の
事
項
の

二
項
第
二
号
の
事
項
の

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た



- 188 -

と
き
。

と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

三

変
更
し
た
年
月
日

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

三

変
更
す
る
年
月
日

九
条
の
二
十
四
の
四
第

九
条
の
二
十
四
の
四
第

二
項
第
三
号
の
事
項
の

二
項
第
三
号
の
事
項
の

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た

と
き
。

と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
十
二

登
録
発
破
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九
条
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
十
二

登
録
発
破
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九
条
の

二
十
四
の
十
九
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、

二
十
四
の
十
九
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
発
破
実
技
講
習
機
関
登
録
事
項
変

と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
発
破
実
技
講

更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な

習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
一

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
一

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
し
た
年
月
日

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

十
九
第
二
項
第
二
号
の

十
九
第
二
項
第
二
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
し
た
年
月
日

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

十
九
第
二
項
第
三
号
の

十
九
第
二
項
第
三
号
の



- 189 -

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
七

登
録
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
七

登
録
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九

条
の
二
十
四
の
三
十
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と

条
の
二
十
四
の
三
十
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う

き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
機
関

と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
ボ
イ

登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長

ラ
ー
実
技
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
十
六

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
十
六

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
し
た
年
月
日

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

三
十
四
第
二
項
第
二
号

三
十
四
第
二
項
第
二
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
し
た
年
月
日

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

三
十
四
第
二
項
第
三
号

三
十
四
第
二
項
第
三
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）
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第
十
九
条
の
三
十
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

第
十
九
条
の
三
十
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
一
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
二
十
一
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
登
録
教
習
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、

、
登
録
教
習
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、

当
該
者
が
申
請
に
係
る
技
能
講
習
又
は
教
習
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄

当
該
者
が
申
請
に
係
る
技
能
講
習
又
は
教
習
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働

す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。

局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

申
請
者
が
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条

四

申
請
者
が
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第

第
二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

五

（
略
）

五

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
二
十
五
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一

（
略
）

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
法

二

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
法

二

変
更
す
る
年
月
日

第
四
十
七
条
の
二
の
規

第
四
十
七
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

条
第
四
項
第
二
号
の
事

条
第
四
項
第
二
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ
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つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
法

三

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
法

三

変
更
す
る
年
月
日

第
四
十
七
条
の
二
の
規

第
四
十
七
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

条
第
四
項
第
三
号
の
事

条
第
四
項
第
三
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
三
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

第
二
十
五
条
の
三
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
九

登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関
は
、
第
二
十
五
条
の
六

第
二
十
五
条
の
九

登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関
は
、
第
二
十
五
条
の
六

第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か

第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更

ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出

し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関

書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出

。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

第
二
十
五
条
の
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一

（
略
）

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一

（
略
）

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

二

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

二

変
更
す
る
年
月
日

の
六
第
二
項
第
二
号
の

の
六
第
二
項
第
二
号
の
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事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一
・
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一
・
二

（
略
）

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

三

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

三

変
更
す
る
年
月
日

の
六
第
二
項
第
三
号
の

の
六
第
二
項
第
三
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
三
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

第
二
十
五
条
の
三
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
三
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

第
三
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
五
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

第
五
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
五
十
八
条

登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
は
、
第
五
十
五
条
第
二
項
第

第
五
十
八
条

登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
は
、
第
五
十
五
条
第
二
項
第

二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間

二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と

以
内
に
、
登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式

す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
登
録
事
項



- 193 -

第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
六
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

第
六
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一

（
略
）

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一

（
略
）

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

二

変
更
し
た
年
月
日

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

二

変
更
す
る
年
月
日

項
第
二
号
の
事
項
の
変

項
第
二
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一
・
二

（
略
）

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一
・
二

（
略
）

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

三

変
更
し
た
年
月
日

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

三

変
更
す
る
年
月
日

項
第
三
号
の
事
項
の
変

項
第
三
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
指
定
）

（
指
定
）

第
六
十
八
条

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

第
六
十
八
条

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
て

単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
て

定
め
る
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
（
法
人
に
限
る
。
）
の
申
請
に
よ

定
め
る
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
（
法
人
に
限
る
。
）
の
申
請
に
よ

り
行
う
。

り
行
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管

三

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管

理
者
、
安
全
衛
生
責
任
者
そ
の
他
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

理
者
、
安
全
衛
生
責
任
者
そ
の
他
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

元
方
事
業
者
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
名

元
方
事
業
者
の
労
働
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の

を
受
け
た
事
業
者
を
除
く
。
）
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
（
当
該
労

作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
発
生
す
る
労
働

働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者
以
外
の
当
該
特
定
元
方
事
業

災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
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者
に
係
る
作
業
従
事
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

等
に
対
す
る
講
習

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
請
負

人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と

に
よ
つ
て
発
生
す
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
業
務
（
法
第
三
十
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
名
が
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
指
名
を
受
け
た
事
業
者
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
及
び
当

該
指
名
を
受
け
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定

事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の

場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
発
生
す
る
労
働
災
害
を
防
止
す

る
た
め
の
業
務
）
に
従
事
す
る
者

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
等
に
対
す
る

講
習

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
百
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表

第
百
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
百
二
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
百
二
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）


